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川口市納税催告センター業務委託プロポーザル方式業者選定実施要領 

 
 

１ 目的 
この要領は、市税等の滞納者に対し、公金支払案内業務等の専門知識を習得したオペ

レーターによる電話及び文書での納付催告を行うことにより、現年度分を中心に市税等

の収納率向上と累積滞納を防止するとともに、市税等収入の確保を図り、併せて、納付

書の再発行や財産調査等の事務補助業務を委託することにより、徴税吏員が滞納処分に

専念できる環境を整え、滞納整理を進めることを目的とすることから、委託する事業者

をプロポーザル方式により選定するため、その実施方法等必要な事項を定めるものです。 

 
２ 業務概要 
（１）委託業務の名称 
  川口市納税催告センター業務委託 
（２）業務履行場所 

別掲「川口市納税催告センター業務委託標準仕様書」のとおり 
（３）履行期間 

令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで 
但し、本業務は、３月議会において各年度予算が成立することにより実施するもの

であり、予算不成立となった場合には、契約の締結を行わないものとします。 
また、本契約は、「川口市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約（地方自治法第２３４条の３）となることから、予算成立額が

所要の契約金額に満たない場合は、この期間の中途において当該契約を変更又は解除

することがあります。 
（４）業務の内容 
  別掲「川口市納税催告センター業務委託標準仕様書」のとおり 
 
３ 実施形式 
 公募型 

 
４ 見積上限価格  
 ８７，４４４，７２０円（消費税及び地方消費税を含む。） 
但し、この金額は、契約時の予定金額を示すものではなく、事業の規模を示すための

ものです。 
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５ スケジュール 

期日（予定） 内容 

令和７年１２月１８日（木） 募集開始 

令和８年 １月 ８日（木） 事業者から書類２点の本市への提出期限 

 

令和８年 １月１５日（木） 

本市から「プロポーザル参加申込書」【様式１】を提

出した事業者への「プロポーザル参加資格通知書」【様

式５】による通知日 

令和８年 １月２１日（水） 事業者からの質問への本市からの回答日 

令和８年 ２月 ４日（水） 

事業者から選定に要する書類３点の本市への提出期限 

 

 

令和８年 ２月２６日（木） 本市から各事業者への選定結果の通知期限 

 
６ 参加資格 
次の要件の全てに該当する者とします。 

（１）令和７・８年度川口市物品入札（見積）参加資格者名簿に登載されているか、も

しくは、同等の資格を有していると納税課が認定するもので、令和７・８年度川口

市物品入札（見積）参加資格審査申請をしていること。 
（２）以下アからウの地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる 

 者 

（３）川口市有資格業者に対する入札参加等停止の措置基準の規定による入札参加等の

停止措置期間中でないこと。 

（４）川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱の規定による指名除外

措置の期間中でないこと。 

 

１ 企画提案書【任意様式】 

２ 「企画提案書付属資料」【様式３】 

３ 「見積書」【様式４】 

１ プロポーザル参加申込書【様式１】 

２ 質問書【様式２】 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく会社更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされていないこと。 

（６）会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成

１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（７）同一案件に参加しようとする者のうちに、その者の代表者（見積り及び契約の締

結権限を有する受任者を含む。）と同一人が代表者となっている者が含まれていな

い者であること。 

（８）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（９）国税及び地方税を滞納していないこと。 
（10）過去１年以内に他自治体において、滞納者に対する架電業務、催告対象者への文

書の作成・発送・進行管理業務、受電業務、納付書等発送業務、納付約束に係る履

行監視及び延滞金の確認業務を受注し、確実に履行した又は履行している実績があ

ること。 

 
７ 参加申込手続等 
（１）参加申込手続及び質問方法 

参加を希望し、「６ 参加資格」の要件全てに該当する者は、書類を作成し、次の

とおり提出してください。 
ア 提出期限 

令和８年１月８日（木）必着 
（持参の場合は令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）までを

除く、平日９時００分から１６時３０分まで） 
イ 提出方法 

郵送又は持参 
ウ 提出書類 

「プロポーザル参加申込書」【様式１】 
「質問書」【様式２】 

エ 送付先（提出先） 
〒３３２－８６０１ 埼玉県川口市青木２－１－１ 
川口市 理財部 納税課 納税対策係（第二本庁舎４階） 

オ その他 
質問の回答については、令和８年１月２１日（水）に、川口市ホームページに

掲載し、質問がなかった場合もその旨を掲載する予定です。 
なお、提出期限までに「プロポーザル参加申込書」【様式１】の提出がない場合

の質問については無効とします。 
（２）提案書等 

「川口市納税催告センター業務委託プロポーザル方式業者選定に係る提出文書

作成要領」を確認の上、書類を作成し、次のとおり提出してください。 
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ア 提出期限 
令和８年２月４日（水）必着 
（持参の場合は平日９時００分から１６時３０分まで） 

イ 提出方法 
郵送又は持参 

ウ 提出書類 
（ア）企画提案書【任意様式】 
（イ）「企画提案書付属資料」【様式３】 
（ウ）「見積書」【様式４】 
エ 提出部数 

７部 
オ 送付先（提出先） 

〒３３２－８６０１ 埼玉県川口市青木２－１－１ 
川口市 理財部 納税課 納税対策係（第二本庁舎４階）  

 
８ 参加資格の通知 
（１）通知日 

令和８年１月１５日（木） 
（２）通知方法 
  参加申込書に記載されたメールアドレスあてに「プロポーザル参加資格通知書」 
【様式５】を通知します。 

 
９ 選定項目及び選定基準 

選定項目 選定基準 

 

１ 基本事項 
１ 事業所概要に問題はないか 

２ 業務を行う上での基本的な姿勢は適正か 

３ 業務の現状と課題を設定した上での目標を立てているか 

 

 

 

 

２ 業務体制 

１ 質の高い人材の確保はできるか 

２ 人材配置計画は適正か 

３ 安定的な人材の確保はできるか 

４ 採用にあたって市内在住者に考慮しているか 

５ 従事者の管理は適正か 

６ 業務管理者、副管理者の人材は適正か 

７ 感染症への対策は十分か 

８ 業務体制の構築に際して本市経済の活性化への貢献は見込めるか 

 

 

 

３ 業務実施 

１ 安定的な業務実施の準備態勢は十分か 

２ 安定的な業務実施は確保できるか 

３ 苦情に対する体制は十分か 

４ 効果の検証、分析方法は有効か 

５ 適切な業務報告が行えるか 

６ 業務の履行管理体制は十分か 
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４ 情報管理と 

 セキュリティ 

１ 守秘義務・個人情報保護への理解は十分か 

２ 個人情報の適正な管理、取扱いは適切か 

３ 個人情報の適正な管理について従業者への徹底方法は適切か 

５ 他自治体等 

 での類似業務 

受託実績 

１ 類似業務の受託実績は十分か 

２ 本市と同規模自治体又は本市より大規模自治体での受託実績   

があり成果をだしているか 

６ 独自提案の 

有用性 

１ 見積金額内で仕様に定めた目標以上の目標達成に向けた提案が 

されているか 

７ 収納率向上と

業務効率化に 

向けた取り組 

みの提案 

１ 収納率向上と業務効率化に寄与する提案がされているか 

８ 提案価格の 

妥当性 

１ 見積価格は、人件費・費用対効果・参考低廉価格等の面から 

妥当な提案がされているか 

 
10 選定方法 
（１）「選定項目及び選定基準」に基づき、提案書等により評価します。 
（２）評価の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を

行います。 
但し、その者と合意に至らない場合は、評価点の高い順に交渉を行います。 

（３）評価点の合計が同点の場合は、選定委員会の多数決により順位を決定します。 
（４）次の事項のいずれかに該当する提案者は失格（選定対象からの除外）とするとと

もに、その参加申込書及び提案書を無効とします。 
  ア 提出期限を過ぎて提案書を提出した者 
  イ 提案書に虚偽の内容が記載されている者 
  ウ 選定の公平性を害する行為があったと選定委員会が認めた者 
  エ 見積書の金額が見積上限額を超えている者 
  オ 各評価項目の合計評点において、５０％に達しない提案書等を提出した者 

 
11 選定結果の通知及び公表 
選定結果について、優先交渉権者を選定後、参加申込書に記載されたメールアドレス

あてに、最高得点者には「プロポーザル選定結果通知書」【様式６】により、それ以外

の参加者には「プロポーザル選定結果通知書」【様式７】により「通知する者の得点」、

「優先交渉権者名と得点」及び「その他の参加者の名称の無い得点一覧」を令和８年２

月２６日（木）までに通知します。 
また、本市ホームページには「プロポーザル選定結果」【様式９】を公表します。 
なお、失格となった場合は、別途通知します。  
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12 契約条件 
（１）優先交渉権者と、委託内容、仕様書、経費等について交渉を行った上で、再度見 

積書の提出を求め、契約を締結します。 
（２）委託事業の全部又は主要部分を一括して第三者に再委託することはできません。 
（３）委託事業の実施に際して個人情報を取得したときは、「個人情報の保護に関する 

法律（平成１５年法律第５７号）」の規定に基づき、これを適切に取り扱うものと 
します。 

（４）その他契約に関する条項は、「川口市契約に関する規則」によります。 

 
13 その他 
（１）提出された書類は、返却しません。 
（２）提出された書類は、このプロポーザルに係る選定以外には使用しません。 
   但し、情報公開請求があった場合は、企画提案内容を除き「川口市情報公開条例」

に基づき、第三者に開示する場合があります。 
（３）提出後の訂正、差替えは、川口市から指示があった場合を除き認めません。 
（４）このプロポーザルに係る費用は、すべて参加者の負担とします。 
   やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合においても、それま

でに要した費用を川口市に請求することはできません。 
（５）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「14 問合せ先」まで電話連絡後、

本市が指定する「辞退届」【様式８】を提出してください。 
（６）提案書の著作権は、その提案書を作成した者に帰属するものとしますが、契約相

手となった者の提案書については、事前に通知することにより川口市が無償で使用

できるものとします。 
（７）選定後又は契約締結後に、優先交渉権者の提案書における虚偽内容の記載又は選

定の公平性を害する行為があったと判明した場合は、優先交渉権の取り消し又は契

約を解除することがあります。 
（８）本件に係る契約は、令和８年度当初予算が議決され、当該予算が成立することを

条件とします。 

 
14 問合せ先 
  川口市 理財部 納税課 納税対策係 稲葉・小川・瀧本 
  電    話 ０４８－２５９－７６４５（直通） 
  ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 060.07000@city.kawaguchi.saitama.jp 


